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■予定している主なサービス向上の内容

サービス向上内容
庄原北保育所

現　行

児童福祉課児童福祉係

鈎0824-73-1192

■企画課政策企画係  鈎0824-73-1114　　■財政課管財係  鈎0824-73-1124

東城保育所

移行後 現　行 移行後

12人 20人 20人 35人

60人 60人 140人 170人

7:30～18:00

7:30～12:00

平日延長保育時間の拡大

土曜日延長保育時間の拡大

保育所運営体制の充実

(保育士スタッフなどの増員)

1

2

3 

（参考） 入所定員

■表１　指定管理者を指定した施設

庄　原 庄原市総合サービス㈱(非公募)
Ｈ18.4.1～
Ｈ23.3.31

庄原北保育所

西　城 三坂住民会2
Ｈ18.4.1～

Ｈ21.3.31

西城陸上トレーニング

センター(道後山高原クロカ

ンパーク)

東　城 社会福祉法人東城有栖会3
Ｈ18.4.1～

Ｈ23.3.31
東城保育所

総　領 甲奴郡農業協同組合3
Ｈ18.1.1～

Ｈ22.3.31
里山総領農業支援センター

比　和

三河内地域振興会3
Ｈ18.4.1～

Ｈ23.3.31

・自然とやすらぎの里宿泊研  

　修施設(かさべるで)

・比和コテージ施設

・比和総合運動公園

・比和体育館(サンビレッジ比和)

社団法人 庄原市シルバー

人材センター
2

Ｈ18.4.1～

Ｈ23.3.31
比和温泉施設(あけぼの荘)
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指
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�
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指
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指
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よ
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を
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指
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縮
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指定管理者制度とは…

　平成15年6月に地方自治法が改正され、公の施設の管理

は、従来の「管理委託制度」が廃止となり、経過措置期限の

平成18年9月1日までに、「直営」か「指定管理」のいずれかの

方法によることとなります。

　この制度改正により、これまで地方公共団体の出資法

人や土地改良区などの公共団体、農協などの公共的団体

に限られていた公の施設の管理が、民間事業者をはじめ、

ＮＰＯ法人や任意団体についても市が指定管理者として

指定することにより、可能となりました。

　この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率

的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用

しつつ、住民サービスの向上と経費の削減などを図るこ

とを目的としています。


